
計量器点検整備業務委託仕様書 

 

１ 概要 

  本仕様書は、守口市ストックヤードに設置されている計量器が正常かつ円滑に稼働で

きるよう、その機能維持に関する点検整備業務委託に適用する。 

 

２ 対象の位置 

  守口市寺方錦通 4丁目９番 12号（守口市ストックヤード） 

 

３ 履行期間 

  令和 8年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

 

４ 機器仕様 

  １）名称：トラックスケール（KH9095） 

  ２）型式：Ｌ２４Ｐ（制御装置型式：ＫＰＣ－１０２） 

  ３）秤量：ＫＨ９０９５（３０ｔ） 

 

５ 重点検業務内容（令和 9年度） 

  １）分銅（１２ｔ）積みによる自主検査（法定定期検査代行を含む） 

  ２）ロードセル点検、グリスアップ 

  ３）ＫＨ９０９５側解体・機構部下清掃・再組立 

  ４）和算箱点検 

５）対象機器各所点検・清掃 

７）無停電電源装置の点検及び機能確認 

８）機構部簡易ケレン及びタッチアップ塗装 

  ９）機構部天板上塗り塗装及び基礎チャンネル塗装 

10）試運転確認 

11）点検内容の詳細は添付点検チェックリストに基づくものとする。 

 

６ 軽点検業務内容（令和 8年度、令和 10年度） 

  １）ロードセル点検、グリスアップ 

  ２）ＫＨ９０９５側ロードセル廻り清掃 

  ３）和算箱点検 

  ４）対象機器各所点検・清掃 

５）無停電電源装置の点検及び機能確認 

  ６）機構部簡易ケレン及びタッチアップ塗装 

  ７）機構部天板上塗り塗装及び基礎チャンネル塗装 
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８）試運転確認 

９）点検内容の詳細は添付チェックリストに基づくものとする。 

 

７ 提出書類 

  作業報告書（写真添付）、点検チェックリスト、その他発注者が指示するもの。 

 

８ 点検整備の日程等 

  日時：点検日については、事前に担当職員と調整すること。 

 

９ その他 

  １）この仕様書に明記されていない事項が生じたとき場合は、担当職員と協議するのも

とする。 

  ２）業務範囲以外で不具合が判明し、補修等を要する場合は発注者と協議の上、その指

示により業務に支障をきたさないように対応すること。 

  ３）必要な電源及び上水を使用する場合は、担当職員の許可を得ること。 

  ４）指定場所以外での喫煙を禁ずる。 

  ５）作業中、不注意により設備、機器等を破損、汚損した場合は、受注者において 

    速やかに原型復旧をすること。 

 

10 計量器機器構成図（別添） 

 

11 点検チェックリスト（別添） 

 



（別添）計量器機器構成図 ※4 号炉側計量システム 
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